
議案第９号 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

令和３年３月１１日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則 

 東京都板橋区あいキッズ条例施行規則（平成26年板橋区教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１７条第２項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とする。 

 別記第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都板橋区あ

いキッズ条例施行規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存す

るものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。 

 

 

（提案理由） 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 5 号。）により、

令和３年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親を対象とした控

除が創設されることによりみなし規定が不要なるため該当項目を削除し、

押印廃止により書式の改定を行う必要がある。 
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東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 ○東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 

平成26年１月９日東京都板橋区教育委員会規則第１号 平成26年１月９日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

改正 改正 

平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会規則第

22号 

平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会規則第

22号 

平成27年11月16日東京都板橋区教育委員会規則第

27号 

平成27年11月16日東京都板橋区教育委員会規則第

27号 

平成28年10月13日東京都板橋区教育委員会規則第

17号 

平成28年10月13日東京都板橋区教育委員会規則第

17号 

令和２年11月27日東京都板橋区教育委員会規則第

18号 

令和２年11月27日東京都板橋区教育委員会規則第

18号 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 

  

第１条から第１６条まで（略） 第１条から第１６条まで（略） 

  

（利用料の減免） （利用料の減免） 

第17条 条例第14条に規定する利用料を免除する場合は、利用者の保護者が

生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）による支援給付を受けている者であるときとする。 

第17条 条例第14条に規定する利用料を免除する場合は、利用者の保護者が

生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）による支援給付を受けている者であるときとする。 

２ 条例第14条に規定する利用料を減額する場合は、次のとおりとする。 ２ 条例第14条に規定する利用料を減額する場合は、次のとおりとする。 

(１) 利用者の保護者が、利用年度において住民税非課税者又は学校教育

法（昭和22年法律第26号）第19条に基づく就学援助受給者であるとき。 

(１) 利用者の保護者が、利用年度において住民税非課税者又は学校教育

法（昭和22年法律第26号）第19条に基づく就学援助受給者であるとき。 

本号削る (２) 利用者の保護者が、婚姻歴がなく、かつ、現に婚姻していない者（児

童扶養手当法第４条に規定する父又は母に限る。）であって、利用年度

において児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）の規定による児童扶養
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改正後 改正前 

手当を受給しており、地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項

第11号若しくは所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１項第30号に

規定する寡婦又は地方税法第292条第１項第12号若しくは所得税法第２

条第１項第31号に規定する寡夫とみなして区市町村税を算出した場合、

住民税非課税者となるとき。 

(２) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。  (３) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。  

  

第１８条から第２０条まで（略） 第１８条から第２０条まで（略） 

  

付 則   （略） 付 則   （略） 

付 則（平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会規則第22号）（略） 付 則（平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会規則第22号）（略） 

付 則（平成27年11月16日東京都板橋区教育委員会規則第27号）（略） 付 則（平成27年11月16日東京都板橋区教育委員会規則第27号）（略） 

付 則（平成28年10月13日東京都板橋区教育委員会規則第17号）（略） 付 則（平成28年10月13日東京都板橋区教育委員会規則第17号）（略） 

付 則（令和２年11月27日東京都板橋区教育委員会規則第18号）（略） 付 則（令和２年11月27日東京都板橋区教育委員会規則第18号 （略） 

付 則（令和 年 月 日東京都板橋区教育委員会規則第 号） 追加 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都板橋区あいキ  

 ッズ条例施行規則に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

  

別表（第２条関係） （略） 別表（第２条関係） （略） 

  

第１号様式（第３条関係）（区保管用）（略） 第１号様式（第３条関係）（区保管用）（略） 

  

第２号様式（第３条関係） 第２号様式（第３条関係） 
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改正後 改正前 

 
 



4/4 

改正後 改正前 

第３号様式（第３条関係）から第20号様式（第18条関係）まで（略） 第３号様式（第３条関係） 

  

  
 

 


